
議案に対する議員の賛否

会計名 予算額 歳入決算額 歳入執行率
（％） 歳出決算額 歳出執行率

（％）

国民健康保険 81億8,300万円 80億7,492万円 98.7 79億6,151万円 97.3

後期高齢者医療 ９億3,200万円 ９億6,188万円 103.2 ９億2,818万円 99.6

介 護 保 険 61億7,400万円 61億5,019万円 99.6 60億3,860万円 97.8

駐 車 場 事 業 4,630万円 4,430万円 95.7 4,326万円 93.4

墓 地 事 業 5,700万円 6,018万円 105.6 5,057万円 88.7

会計名 予算額 決算額 執行率（％）

水 道 事 業

収益的収支
事 業 収 益 19億 5,100 万円 19億 2,650 万円 98.7

事 業 費 用 16億 8,600 万円 15億 8,750 万円 94.2

資 本的収支
資本的収入 3億 6,300 万円 3億 6,622 万円 100.9

資 本的支出 10億 5,100 万円 9億 9,340 万円 94.5

下 水 道 事 業

収益的収支
事 業 収 益 16億 4,900 万円 16億 8,945 万円 102.5

事 業 費 用 16億 2,722 万円 15億 3,286 万円 94.2

資 本的収支
資本的収入 24億 9,376 万円 18億 7,305 万円 75.1

資 本的支出 29億 5,422 万円 22億 9,404 万円 77.7

病 院 事 業

収益的収支
事 業 収 益 19億円 18億 5,935 万円 97.9

事 業 費 用 18億 9,600 万円 18億 4,439 万円 97.3

資 本的収支
資本的収入 8,600 万円 8,250 万円 95.9

資 本的支出 1億 5,900 万円 1億 5,539 万円 97.7

議　　案 議決結果 議決日
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議第 43号 令和５年度袋井市一般会計歳入歳出決算認定について 認定 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 44号 令和５年度袋井市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 認定 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 45号 令和５年度袋井市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 認定 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 46号 令和５年度袋井市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 認定 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 47号 令和５年度袋井市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について 認定 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 50号 令和５年度袋井市水道事業会計決算認定について 認定 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 55号 袋井市国民健康保険条例の一部改正について 原案可決 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 56号 袋井市営住宅管理条例の一部改正について 原案可決 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 57号 袋井市改良住宅等管理条例の一部改正について 原案可決 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第 58号 静岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 原案可決 R6.9.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※上記以外の各議案は、全員、賛成でした。

○：賛成　×：反対　△：棄権　－：欠席または除斥　〈議長（鈴木弘睦）は、採決に参加しません。〉

※発言順で掲載しております。
※議案名は、下段の議案に対する議員の賛否をご覧ください。
※上記討論内容については、反対もしくは賛成議案の中から、一部を抜粋しています。

討　論

議第55号及び58号

議第56号及び57号

竹村眞弓 議員（無会派）反対

　マイナンバーカードを作るかどうかは任意、さらにマイナンバーカードを保険証として登録するのも、
マイナ保険証を使うかどうかも任意となっている。また、マイナ保険証の利用状況は、極めて低い状況に
ある。このような状況からみても急いで改正する必要はないと考える。

髙木清隆 議員（自民公明クラブ）
　本年12月２日から、現行の国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証の新規発行が終了とな
る。このため、これらに関連する事項を改正するもので、全国一律に実施することから、適時、適正な改
正である。

賛成

竹野　昇 議員（無会派）反対

　家賃債務保証業者による機関保証への加入は、低額収入の市民に不利益になる。また、改正条例案は市
民に冷たい、福祉の面からも問題がある。

賛成 大場正昭 議員（緑風会）
　滞納家賃の増加、入居者が孤独死された場合の残置物の処理などに、おおよそ100万円以上を要するこ
とを踏まえると、入居者が機関保証に加入することで、自らの責任を果たしていくことは最低限必要であ
ると考える。

（一部）
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